
 

「ヒドロキシプロピルメチルセルロース」の使用基準の改正に係る食品健

康影響評価について 

（平成１７年４月２６日付けで食品健康影響評価を依頼した事項） 

 

１．経緯  

食品添加物の新規指定要請の手続き等については、平成８年３月２２日衛化

第２９号厚生省生活衛生局長通知により、指定等の要請をする者は、有効性、

安全性等に関する資料を添えて厚生労働大臣あて要請書を提出することとさ

れている。 

今般、「ヒドロキシプロピルメチルセルロース」の使用基準の改正について

事業者より要請書が提出されたことから、食品添加物の使用基準改正の検討を

開始するに当たり、食品安全基本法に基づき、食品安全委員会に食品健康影響

評価を依頼する。 

 

２．ヒドロキシプロピルメチルセルロースについて 

 ヒドロキシプロピルメチルセルロースは、セルロースのメチル及びヒドロキ

シプロピルの混合エーテルであり、セルロース繊維を水酸化ナトリウム、塩化

メチル、プロピレンオキサイトと反応させることにより調整される。 

我が国では平成１５年６月に食品添加物として指定され、成分規格等が設

定されている。本品は、平成１３年３月２７日食発第１１５号厚生労働省医

薬局食品保健部長通知「保健機能食品であって、カプセル、錠剤等通常の食

品形態でない食品の成分となる物質の指定及び使用基準改正に関する指針」

に基づき、食品添加物としての新規指定の要請がされたことから、「ヒドロ

キシプロピルメチルセルロースは、保健機能食品たるカプセル剤及び錠剤以

外の食品に使用してはならない。」との使用基準が定められている。 

今回、現在の使用基準で規定されている保健機能食品たるカプセル剤及び錠

剤以外の食品についても使用ができるように使用基準を廃止しようとするも

のである。なお、米国、ＥＵにおいても使用基準は設定されていない。 

 

３．今後の方向 

 食品安全委員会の食品健康影響評価結果を受けた後に、薬事・食品衛生審議

会において、「ヒドロキシプロピルメチルセルロース」の使用基準の改正につ

いて検討する。 
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